
令和５年度 安来市社会福祉法人指導監査実施計画

安来市社会福祉法人指導監査実施要綱第８条の規定に基づき、令和５年度の社会福祉法人に対

する指導監査等の実施計画を次のとおり定める。

１. 実施方針

社会福祉法人（以下「法人」という。）は、社会福祉事業の中心的な担い手として福祉サービ

スの供給の確保を図るとともに、地域社会への貢献や地域福祉を支える人材の育成を行うなど

極めて公益性・非営利性が高い存在であることから社会的な信頼や期待も非常に大きい。

このことから、指導監査にあたっては、法人の自主性及び自立性を尊重しつつ適正な経営が

行われているか、法人等の指導・監査等においては、利用者本位の福祉サービスの提供により

円滑な事業運営が確保されているか、社会福祉法等関係法令及び厚生労働省通知等を踏まえ特

に次の事項に留意して指導監査を実施する。

また、社会福祉法人指導監査要綱（平成２９年４月２７日付け厚生労働省三局長通知）の別

紙として示されている「指導監査ガイドライン」に基づき法人本部監査を実施する。

（１）関係法令、通知、定款及び諸規程の遵守とガバナンスの確立による適正な法人運営及び

円滑な社会福祉事業の経営の確保

（２）入所者・利用者の権利及び人権擁護、防災・防犯等対策の徹底による安全の確保

（３）職員の意欲の向上につながる就業環境の確保

（４）法人本部経費及び施設事業費の適正な執行管理

（５）その他、法人運営上関連する特に注意すべき事項

なお、実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置付けが２類から

５類に引き下げられたことを踏まえ、本来の手法での実施を基本とし、島根県と連携し効果

的な指導・監査等をすることとするが、国県の通知等を勘案しながら弾力的に指導・監査等

を行うこととする。

２. 重点指導項目

社会福祉法の改正以降、法人の経営組織のガバナンスの強化等が求められ、これらに適切に

対応する必要があり、改正後、各法人最低２回の実地監査を行った。今後は、より効果的な監

査を実施するため、これまで法人が監査時に提出していた監査調書を法人の自主点検表と位置

付け点検の機会としていただくとともに、附属資料として、契約の状況の抽出等、実地で効率

的に監査を実施するための補足資料（状況調査資料）を提出していただくこととする。

これらをふまえた上で、従前からの一般監査において特に指摘事項の多かった項目を重点指

導項目として設定する。



また、近年の大規模な自然災害、不審者等による事件の発生を受け、利用者の安全確保が重

要視されており、これらへの対策及び具体的な取り組み状況について、重点事項点検表又は調

書に項目を設け確認を行う。

なお、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設と定められた社会福祉施設に

おける避難確保計画の作成及び避難訓練の実施に当たっては、防災計画対象の全ての社会福祉

施設等において作成されるよう指導を行い、また、各基準条例等で規定された感染症対策の強

化及び災害等における最低限度のサービス提供の維持のための、具体的な事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）及び児童の安全確保のための計画の策定等を促す。

（１）組織運営関係

① 定款及び諸規程の整備と運用

② 適正な評議員・役員等の選任手続及び適正な理事会・評議員会運営の確保

③ 監事監査機能の強化

（２）管理・経理関係

①適正な会計処理（適正な契約事務、法人外資金流出への厳正な対応）

②適切な資産管理

③情報公開の推進（義務付けられた情報の公開）

④役員等報酬等の支給状況の確認

３. 社会福祉法人の指導監査等の対象、実施形態及び実施時期

社会福祉法人の指導監査等の対象、実施形態、及び実施時期は別に定める。

４. 自主点検表等

（１）社会福祉法人が準備する自主点検表等は、次のとおりとする。

（２）自主点検表等の内容は別に定める。

（３）所轄庁が使用する所轄庁用実地監査調書は、別に定める。

種別 自主点検表等

法人本部
自主点検表【法人本部編】、【会計管理編】

附属資料様式


